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逗子市ふるさと寄附金事務の一括代行業務公募型プロポーザル実施要領 

 

本要領は、逗子市ふるさと寄附金事務の一括代行業務の委託に係る事業者を選定するた

めのプロポーザルに必要な事項を定める。 

 

１ プロポーザル実施の目的 

  本プロポーザルは、逗子市ふるさと寄附金事務の一括代行業務を委託するにあたり、広

く企画提案を募集し、最も適切な者を当該業務の契約候補者として選定することを目的

とする。 

 

２ 業務の概要 

 ⑴ 業務名 

逗子市ふるさと寄附金事務の一括代行業務委託 

⑵ 業務内容 

  別紙「逗子市ふるさと寄附金事務の一括代行業務委託仕様書」（以下「仕様書」とい 

う。）のとおりとする。 

 ⑶ 業務期間 

  令和８年 10 月 1 日から令和９年３月 31日まで 

 なお、引継ぎ及びシステム等の準備期間に関して委託料は発生しないものとする。 

  ただし、業務を継続して委託することに支障がないと本市が認める場合、本市と受託者

の双方合意のうえ、上記の契約期間以降も業務委託契約を更新することができるものと

する。 

⑷ 見積価格限度額 

  委託料の上限は寄附額の８％（消費税及び地方消費税額を除く。）とする。 

  なお、委託料は寄附額に対する単価契約とし、返礼品の調達経費及び返礼品の配送 

経費は含めないものとする。 

  

３ 実施形式 

公募型プロポーザル方式 

 

４ 参加資格 

プロポーザルに参加しようとする者は、参加意思表明書を本市が受理した日から業務

委託契約を締結するまでの間、次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。 

⑴ ふるさと納税業務のノウハウを有し、ほかの地方公共団体と別紙「逗子市ふるさと

寄附金事務の一括代行業務仕様書」に定める業務内容に類する業務委託契約を締結し、

履行した実績を有すること。 
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⑵ 地方自治法施行令第 167 条の４第１項各号の規定に該当していないこと。 

⑶ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定による破産手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

⑷ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者は、更生手

続開始の申立てがなされなかった者とみなす。 

⑸ 民事更生法（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条

第２号及び逗子市暴力団排除条例（平成 23 年逗子市条例第 15 号）第２条各号（第４

号を除く。）に規定する暴力団等でないこと。 

⑺ 国又は地方公共団体との契約に関して、参加の希望を表明する時点で、履行期限ま

での間に、指名停止を受けている期間がないこと。 

⑻ 個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報の保護のために必要な措置（プ

ライバシーマーク（（一財）日本情報経済社会推進協会が認定するものをいう。）等の

認証取得又は社内での情報セキュリティ方針の策定等）を講じているとともに、提供

システムのセキュリティ対策の技術を有すること。 

⑼ 国税及び県民税並びに市町村民税について滞納がないこと。 

⑽ 逗子市競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

       なお、逗子市競争入札参加資格を有していない者で、資格審査申請中の場合は、本

契約の締結日までに当該資格を有することを条件とし、履歴事項全部証明書及び国

税納税証明書「その３の３」を提出すること。（逗子市競争入札参加資格者名簿に登

録されている者は不要） 

⑾ 過去５年間において、地方公共団体からふるさと納税寄附募集業務を受託した実

績を有すること。その際、概ね 10以上の自治体における受託実績を有することを望

ましい基準とする。 

⑿ 本提案に基づく仕様書の内容を適切かつ確実に実行できる事業規模及び安定的な

経営基盤を有する法人であること。 

 

５ スケジュール 

選定に係るスケジュールは次のとおりとする。 

内容 期日 

実施要領等の公表 令和８年５月 27 日（水） 

実施要領等に関する質問の受付期限 令和８年６月３日（水）17 時まで 

実施要領等に関する質問に対する回答 令和８年６月５日（金）までに公表（予定） 

提案書類の提出期限 令和８年６月 17 日（水）17 時まで 
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第１次審査（書類審査） 令和８年６月 18 日（木）～25日（木） 

第１次審査（書類審査）結果通知日 令和８年６月 26 日（金） 

第２次審査（プレゼンテーション審査） 令和８年７月８日（水） 

結果通知 令和８年７月中旬 

準備期間 令和８年７月中旬～令和８年９月末 

運用開始日 令和８年 10 月１日 

 

６ 提案書類 

当プロポーザルに参加するときは、次の書類を提出すること。  

⑴ 逗子市ふるさと寄附金事務の一括代行業務委託プロポーザル参加意思表明書（様式1） 

⑵ 会社概要（様式 2） 

⑶ 誓約書(様式 3) 

⑷ 直近２事業年度の決算書（貸借対照表及び損益計算書等） 

⑸ 企画提案書 

企画提案書の表紙には所定の表紙（様式 4）を使用すること。企画提案書の作成に当

たっては、A４版用紙を用い、目次及び頁番号をつけて提出すること。使用言語は日本

語とし、構成は、次のとおりとする。 

ア 業務遂行能力 

   ふるさと納税業務にかかる業務実績を記載すること。また、自社の業務体制（支

店の場所やコールセンターの設置等）を詳細に記載すること。さらに、具体的な目

標寄附件数・寄附金額を設定し、寄附につなげるための本市のふるさと納税事業の

分析、改善提案等を具体的に記載すること。 

イ リスク対応 

  個人情報漏えい防止のための対策とその運用について記載すること。 

ウ 返礼品の開発 

本市の特性を踏まえた返礼品の企画、発掘方針を具体的に記載し、併せて既存の 

返礼品に対する寄附増加に向けた取り組みについて記載すること。 

 エ 返礼品提供事業者の業務負担 

   返礼品提供事業者の受注管理や発送関連業務等にかかる負担を減らす取り組み

や、返礼品提供事業者からの相談に応じられる体制について記載すること。また、

寄附申し込みから決済処理、返礼品等発送までの流れについても記載すること。 

オ 問い合わせ対応 

  寄附者からの問合せやクレーム対応について、具体的に記載すること。 

カ プロモーション 

  ふるさと納税を活用した本市の魅力発信及び地域活性化のプロモーション計画

を記載すること。 
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キ アピールポイント 

  他のふるさと納税代行業者に対する自社の優位性や仕様書に定めのない業務で、

見積額の範囲内で行うことのできる業務があれば記載すること。 

   ク 実施スケジュール 

     具体的な作業スケジュールや業務量の見込みを記載すること。 

   ケ 参考見積書（様式 5） 

  参考見積書の作成にあたっては「別紙_参考見積書作成条件」に基づき作成する 

こと。 

 

７ 提案書類の受付 

 ⑴ 提出部数 

   紙：企画提案書は 10 部、それ以外の書類は１部 

   電子データ：１部 

ア 電子データはＰＤＦファイルにより下記提出先のメールアドレスに送付するこ

と。 

イ 電子データのサイズは 10ＭＢ以下とし、10ＭＢを超える場合はＣＤ－Ｒ又はＤ

ＶＤ－Ｒで提出すること。 

ウ ファイルにはパスワードを設定する等、秘匿性に努めること。 

⑵ 提出期限 

   令和８年６月 17 日（水）17 時まで【必着】 

⑶ 提出先  

逗子市 市民協働部 経済観光課 

〒249-8686 神奈川県逗子市逗子５－２－16  

keizai@city.zushi.lg.jp 

⑷ 提出方法 

持参または郵送により提出すること。 

    なお、郵送による提出の場合、提案書類到達の証明は提案者の責任において行うこと。 

 

８ 質問の受付及び回答 

公募に関する質問がある場合は、質問票（様式 6）により提出すること。なお、口頭及

び質問用紙によらない質問は受け付けない。  

⑴ 受付期間 

   令和８年６月３日（水）17 時まで 

⑵ 質問方法  

ア 電子メールによる。（送付先：keizai@city.zushi.lg.jp）  

イ 電子メールの件名は【逗子市ふるさと納税プロポーザルに関する質問】とすること。  
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⑶ 回答方法 

ア 提出された質問に対する回答は、令和８年６月５日（金）を目途に、逗子市公式ホ

ームページに掲載し、公表する。なお、同趣旨の質問は、まとめて回答するものとす

る。 

イ 質問に対する回答内容は、本実施要領の追加又は修正として取り扱うものとする。 

 

９ 参加辞退 

提案書類提出後、都合により参加を辞退する場合は、プロポーザル参加辞退届（様 

式 7）を持参又は郵送により提出すること。 

 

10 １次審査（書類審査） 

   １次審査は、逗子市ふるさと寄附金事務の一括代行業務にかかる公募型プロポーザル 

方式事業者選考委員会（以下、「選定委員会」という。）委員を審査員とし取り行う。企画

提案書の提出事業者が３者を超えた場合は、上位３者を２次審査（プレゼンテーション審

査）参加事業者とする。 

⑴ 選考方法 

ア 別表１に基づき、審査を行い、合計点数の高い上位３者を選定するものとする。 

イ 合計点数が同点の者が複数いた場合は、見積金額の低い者を選定する。 

ウ 合計点数が同点であり、かつ、見積金額が同額の者が複数いた場合は、同点の業者

複数を選定する（この場合は、３者を超える場合もある。） 

⑵ １次審査 結果通知日 

令和８年６月 26 日（金） 

⑶ 通知方法 

１次審査の候補者に電子メールにより通知する。 

⑷ その他 

１次審査の点数については、２次審査の点数に加算する。（１次審査以降の提案内容

の変更は認めない。） 

    

11 ２次審査（プレゼンテーション） 

選定委員会委員を審査員とし、各提案事業者からの提案についてのプレゼンテーショ 

ンを受け、その内容等について審査を行う。 

⑴ 日時及び場所 

令和８年７月８日（水） 逗子市役所会議室 

⑵ 実施時間 

プレゼンテーションは、各事業者 30 分程度（準備時間を含む）とする。その後、質 

疑応答を 10 分程度行う。 
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⑶ 参加人数 

  プレゼンテーションに参加する人数は、2人までとする。 

⑷ その他 

  プレゼンテーションに当たり、プロジェクター・スクリーン及びマイクは本市が用意

する。その他必要な機材は、参加者が用意すること。 

⑸ 選考方法 

ア 審査項目は、別表２のとおりとし、２次審査（プレゼンテーション審査）の合計点

に１次審査（書類審査）の得点を加点し、総合得点が最多得点の者を受託候補者とし

て選定する。 

 イ 総合得点が同点である場合は、別表２の合計得点が最多得点の者を受託候補者と

する。 

 ウ 総合得点が同点で、別表２の合計得点が最多得点の者が２者以上の場合は、別表２

中の項目(1)の③、④及び(2)の①～③の合計得点が最多得点の者を受託候補者とし

て選定する。 

※ なお、参加事業者が１者であっても、本プロポーザルは成立するものとするが、選 

定については、選定委員会で決定するものとする。 

 

12 プロポーザル結果通知 

 ⑴ 結果通知日 

 令和８年７月中旬を予定 

 ⑵ 通知方法  

第２次審査の候補者に電子メールで通知する。また、選定結果通知日の翌日以降に市

ウェブサイトに公表する。 

※ 審査結果に関する質問等は、一切受け付けない。 

 

13 受託候補者となる事業者との事前協議等 

受託候補者に決定した事業者は、本市と企画提案書をもとに契約締結のための仕様確

認等の協議を行った上で、改めて見積書を提出するものとする。なお、見積額は原則とし

て提案書の提案価格の範囲内とする。 

 

14 契約 

上記 13 の協議に基づき、契約書を作成し、契約の締結を行う。契約期間は、契約締結

日から令和９年３月 31日までとする。 

ただし、業務を継続して委託することに支障がないと本市が認める場合、本市と受託者

の双方合意のうえ、上記の契約期間以降も業務委託契約を更新することができるものと

する。 
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15 失格条件 

本市は、参加者及び受託候補者と決定した事業者が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、プロポーザルの参加資格又は受託候補者の決定を取り消すものとする。 

⑴ 提案書作成に係る不正行為が認められたとき。 

⑵ ４の参加資格を満たさなくなったとき。 

⑶ 定められた以外の手法により、選考委員若しくは関係者にプロポーザルに対する援

助を直接的又は間接的に求めたとき。 

 

16 受託候補者の繰上げ 

本市は、受託候補者に契約を締結することができない何らかの事由が発生したときは、

プロポーザルにおいて次順位以下となった参加者のうち、評価等が上位であった者から

順に当該業務についての交渉を行うことができるものとする。 

 

17 その他 

⑴ 提案に要する費用負担 

提案に要する費用は、すべて事業者の負担とする。 

⑵ 資料等の取扱い 

本市が配布する資料等は、本プロポーザルに係る検討以外の目的で使用することを

禁止する。また、提出された提案書は返却しない。 

⑶ 企画提案書の内容変更等の禁止 

企画提案書提出後の内容変更及び追加は認めない。 

⑷ 企画提案書の公表 

提案書等は、逗子市情報公開条例（平成 13 年逗子市条例第３号）の対象となるた

め、情報公開請求により公開される場合がある。そのため、企業秘密など公開されるこ

とにより貴社が不利益を被るおそれのある情報が含まれないように留意すること 

 

18 問い合せ先  

事務局 逗子市市民協働部経済観光課 

住所 〒249-8686 神奈川県逗子市逗子５－２－16  

電話番号 046-873-1111（内線：283） 

電子メール keizai@city.zushi.lg.jp 

 

19 参考（本市のふるさと納税寄附状況について） 

・令和５年度～令和７年度までのポータルサイトを通じた寄附額及び寄附件数について 
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年度 寄附件数 寄附額 

令和５年度 3,163 件 229,606,000 円 

令和６年度 2,765 件 313,025,000 円 

令和７年度 2,247 件 211,747,000 円 

 

・返礼品提供事業者数（令和８年４月時点） 

約 120 者（過去に提供実績のあった事業者も含む） 

・返礼品取扱件数（令和８年４月時点） 

約 900 件 
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別表１ 
第１次審査（書類審査）採点表 

評価項目 配点 項目配点 

⑴ 業務実績（過去５年） ふるさと納税の制度に精通しており、他の自治体での

業務受託実績が十分か 

70

点 

20 点 

⑵ 実施体制 円滑に業務ができる人員体制が整えられているか 10 点 

⑶ 業務提案 仕様書を踏まえた提案であり、業務目的、条件、内容を

十分に理解した提案となっているか 

20 点 

⑷ 業務工程・目標達成に

むけたスケジュール 

目標に対する方針とそのスケジュールが明確であり、

実施可能なもとなっているか 

10 点 

⑸ 見積金額 見積額は適当か 10 点 

合計 70 点 

別表２ 
第２次審査（プレゼンテーション審査） 

 

評価項目 配点 項目配点 

⑴ 業務遂行能力・受託実績 ― ― 

① 
ふるさと納税制度の変更や利用するポータルサイトの変更及び追加等があった

場合に柔軟に対応できるか。 

70

点 

10 点 

② 

ポータルサイトから受け付けた寄附情報（寄附者情報、返礼品情報、入金情報等）

を適正に管理することが可能であり、漏えい防止について有効性のある対策が

講じられているか。 

10 点 

③ 
返礼品の調達及び配送状況について適切に管理することが可能であり、既存返

礼品の改善や相談対応など、事業者に対するサポート体制が整えられているか。 

10 点 

④ 
年度ごとの返礼品数、事業者数、寄附件数、寄附金額の目標値に対する方策と本

市の課題及び解決策が明確か 

20 点 

⑤ 

業務を適正かつ確実に遂行する体制を有しており、不足の事態（寄附者からの相

談・苦情、返礼品やシステムのトラブルなど）が生じた場合においても迅速に対

応し、また再発防止策を講じることが可能か。 

20 点 

⑵ 返礼品開発・プロモーション ― ― 

① 
返礼品の開発実績が豊富にあり、本市の地域特定等を踏まえた返礼品の開発が

可能か。 

60

点 

20 点 

② 
本市の魅力発信やプロモーションを効果的に実施することが可能か（事業者向

け説明会開催や web 広告の掲載、返礼品の写真撮影、メルマガ配信等）。 

20 点 

③ 
提案者の強みをいかし、ふるさと納税の理念に基づく独自性のある取組や、職

員の業務負担軽減等につながる提案、その他提案は可能か。 

20 点 

合計 130 点 


